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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所有富士重工式ＦＡ‐２００‐１８０ＡＯ型ＪＡ３７０６は、昭和５６年６月７日１０ 

時２０分ごろ、遊覧飛行のため、機長及び同乗者２名が搭乗し、鬼怒川場外離着陸場（以下 

「鬼怒川滑空場」という。）を離陸し、栃木県塩谷郡藤原町の運動公園上空において低空で数回 

右旋回を行った後、上昇中、失速して藤原町大原地内今市事業区国有林１林班た小班（標高約 

４６０メートル）の山林に１０時４５分ごろ墜落し、大破した。

本事故により火災は発生しなかったが、機長及び同乗者２名は重傷を負った。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５６年６月７日～８日　現場調査

昭和５６年７月９日　機長の口述聴取

１．３　原因関係者からの意見聴取

昭和５６年９月４日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３７０６は、昭和５６年６月７日１０時１５分ごろから、機長による飛行前点検が行わ 

れ、１０時２２分ごろ機長が左前席に、同乗者１名が右前席に、他の同乗者１名が右後席に搭 

乗して、遊覧飛行のため鬼怒川滑空場滑走路１６から離陸した。

同機は、離陸後鬼怒川沿いに西北方向へ高度約２，５００フィートで飛行し、１０時３５分ご 

ろ藤原町立運動公園（標高約３８０メートル、鬼怒川を狭み東及び西側には標高約５００メー 

トルの山が連っている。）上空に対地高度５００～６００フィートで到達した。

当該運動公園においては、朝から町民運動会が開催されており、機長は、同乗者の１名が当 

該運動会の模様を写真撮影するため、運動公園をほぼ中心として南北に長い楕円形の経路を右 

回りで飛行し、４回目に運動公園上空を対地高度約５０メートルで通過後、左右交互に深く主 

翼を振りながら上昇飛行に移行した。

その後、機長は、再び約１８０度右旋回をして北上し、続いて約１８０度右降下旋回の後南 

下し、運動公園上空を対地高度約７０メートル、速度約９０マイル／時で通過しパワーを増し 

て上昇に移行した。

機長は、上昇の間に左前方に山が接近したので右上昇旋回操作を行ったところ、ストールウ 

ォーニングホーンが鳴るとともに機首下げ右旋転の状態となった。

機長は、直ちにエンジン出力をしぼり、スピン回復操作を行って、対地高度２０～３０メー 

トルで東向きの水平飛行に移行した。その際、左右前方とも至近距離（約１００メートル）に 

山（標高５８１．９メートル）があったのでエンジン出力を最大にして急激な機首上げを行った 

ところ、減速しストールウォーニングホーンが連続して鳴るとともに、機体が左へ偏向し極度 

の機首上げの失速状態となって高度低下を来し、標高約４７０メートルにある樹木先端に接触 

し、機首を徐々に下げながら降下角約３０度で落下し、樹木の主枝に右主翼が接触してこれ 

を切断及び損傷して左横すべりの機首下げの状態で尾根に激突し、左主翼が取付部から切断し、 

機体が前倒して背面となり機首方位約１８０度で停止した。（付図参照）



２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

死傷
搭乗者

乗組員　その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　１　２　０

軽傷　０　０　０

なし　０　０

機長　顔面挫創、左肩挫創、右膝挫創、左手擦過傷

同乗者　右下顎骨及び左腸骨々折、頤部挫創、左前腕、両手指及び左腸骨部擦過傷 

同乗者　右下腓骨複雑骨折、前頭及び左大腿挫創、左下肢擦過傷

２．３　航空機の損壊の程度

大破

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報 

つが　樹令８０年、２０年各１本損傷 

桧樹令２５年１本切損

２．５　乗組員に関する情報

機長　昭和１２年１０月１４日生

自家用操縦士技能証明書　第７８７７号

取得年月日　昭和５３年８月２１日

限定事項　飛行機陸上単発

第３種航空身体検査証明書　第３１６５３３８１号

有効期間　昭和５５年１０月１日から昭和５６年９月３０日まで

総飛行時間　２１１時間１７分

同型式機の飛行時間　１２８時間４９分

最近３０日間の飛行時間　１時間０１分



２．６　航空機に関する情報

航空機

型式　富士重工式ＦＡ‐２００‐１８０ＡＯ型

製造年月日　昭和４９年９月２７日

製造番号　ＦＡ‐２００‐２５８

耐空証明書番号　第東５５‐３５１

有効期間　昭和５５年１０月８日から昭和５６年１０月７日まで

総飛行時間　２，８１８時間２９分

定期点検（３，０００時間）後の飛行時間　４４時間０１分

エンジン

型式　ライカミング式０‐３６０‐Ａ５ＡＤ型

製造番号　Ｌ‐１８７０１‐３６Ａ

製造年月日　昭和４９年２月１９日

総使用時間　９７５時間４１分

重量及び重心位置

事故当時の推定重量及び重心位置は、１，０１３．４５キログラム及び２６．９％であり、Ｕ類の 

場合の許容範囲（最大重量１，１００キログラム、重心範囲２０．７～３２．６７％）内にあり、Ａ 

類の場合の許容範囲（最大重量９４０キログラム、重心範囲１９．４～２６．０％）外であった。

使用燃料及び潤滑油

とう載燃料はモービル １００／１３０、 潤滑油はモービルＷ８０で、いずれも規格品であっ

た。

２．７　気象に関する情報

事故発生当時の藤原町消防署における気象観測値

天気くもり、南西の風微風、気温１９度Ｃ。

宇都宮地方気象台の事故発生時前後における気象観測値

１０時００分　風向１２０度、風速５ノット、気温１９度Ｃ。

１１時００分　風向１４０度、風速７ノット、気温２０度Ｃ。

２．８　航空機及びその部品の損壊に関する情報

機体墜落位置の南２０～３０メートルにわたり右ウイングチップが飛散し、南約１７メート



ル、半径約３メートルの範囲に左ウイングチップが飛散していた。

機首部は右に屈曲し破損

エンジンマウント　３本が切断し右に屈曲

プロペラ　２枚とも先端が前方に曲り中心部はやや後方へ変形

胴体下面　座屈、構造部変形

尾部　垂直安定板切損変形

水平安定板切損変形

左主翼　胴体取付部切断分離

前縁部全面座屈

左フラップ脱落

右主翼　翼端部から約１メートルにわたり前縁部座屈

操縦輪チューブ　上げ舵１８センチメートルで曲り（フルアップ）

スロットル　フルパワー位置

ミックスチャー　リッチ

マスタースイッチ　オン

イグニッションスイッチ　オン

フュエルブースタースイッチ　オン

衝突防止灯　オン

フラップ　アップ

２．９　人の生存、死亡又は負傷に関係のある捜索、救難及び避難等に関する情報

墜落地点の北西約７００メートルの藤原町運動公園における運動会参加者等が墜落を目撃し、 

１０時４６分ごろ藤原町消防署に電話するとともに直ちに現場に向かった 。

機長は、自力で脱出し、同乗者の脱出を援助した。

１１時００分ごろ現場に到着した運動会関係者により、林道まで機長及び同乗者が移送され、 

待機していた救急車で藤原町及び今市市の病院にそれぞれ収容された。



３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　ＪＡ３７０６は 、有効な耐空証明を有し、定時点検は実施されており、調査結果 

及び機長の口述から、事故発生まで異常はなかったものと認められる。

３．１．２　同機は、藤原町立運動公園における町民運動会の状況を同乗者が写真撮影をするた 

め、徐々に高度を下げながら１０時３５分ごろ同運動公園上空に対地高度約１５０メー 

トルで到達したものと推定される。

３．１．３　同機は、その後、運動公園の北方向から逐次降下しながら南下し、運動公園上空を 

対地高度３０～５０メートルで通過後、１８０度右上昇旋回を行い対地高度約１５０メ 

ートルに上昇して北上し、続いて１８０度右降下旋回して運動公園に向かう飛行を３回 

行った。その間、右前席の同乗者は、運動公園での町民運動会の状況を写真撮影したも 

のと推定されるが、墜落の際の衝撃によりカメラからフィルムが脱落し、露出したため 

確認できなかった。

３．１．４　同機は、再び運動公園の北方向から対地高度約５０メートルで運動公園上空を通過 

しながら左右交互に深いバンクを２回連続して行い上昇したものと推定される。

３．１．５　その後、同機は、北方向から運動公園に向かい、対地高度約７０メートル、速度約 

９０マイル／時で運動公園上空を右に傾斜角をとって通過後、上昇パワー（２，４００ 

rpm）にて上昇に移行した。

機長が上昇に際して、飛行計器を視認することなく又地形等による基準をとらず極端 

な機首上げ姿勢で上昇を続けたため、同機は急速に減速したものと推定される。

３．１．６　同機は、運動公園の南約７０メートルの地点上空において、山への接近を避ける 

ため右旋回を行ったところ、ストールウォーニングホーンが鳴るとともに失速（傾斜角 

３０度、気温２０度ＣＳ／Ｌ、重量１，０１３キログラムの場合の失速速度約７２マイル 

／時)し、旋回操作の効果も加わりスピンに陥ったものと推定される。

なお、同機の失速時の対地高度は、同機が上昇を開始し距離約７００メートルを平均 

速度約８０マイル／時で飛行し約２０秒を要したものと推算され、飛行試験の実験値に 

よれば平均上昇率が約１，２００フィート／分であることから、１７０～２２０メートル 

と推算される。

３．１．７　機長は、スピンの初動において、エンジン出力をしぼり回復操作を行い旋転を止め 

て速度の増加を待って垂直降下から引き起し操作を行い、対地高度２０～３０メートル



で初期上昇方位から右に約２１０度回った北東方向への水平飛行の状態となったものと 

推定される。

なお、通常、スピンから水平飛行への回復に要する高度は、飛行試験の実験値によれ 

ば約１５０メートルである。

３．１．８　機長は、加速した状態で水平飛行に移行した時点で左右前方の至近距離に山腹を視 

認し、旋回又は上昇によっても山腹への衝突は避けられないと考え、エンジン出力を最 

大にして急激な機首上げ操作を行ったものと推定される。

同機は、機長の急激な機首上げにより急減速し、再びストールウォーニングホーンが 

連続して鳴り、６０～７０メートル上昇した以降、極度の機首上げ姿勢のまま降下に移 

行し、その後、機首を徐々に左に偏しながら機首が下り、左右主翼端が樹木に接触して 

翼端が飛散し、機首下げ左傾斜のほとんど前進速度を失った状態で機首方位約３６０度 

となって尾根に墜落した。

３．１．９　目撃者及び同乗者は、同機が運動公園上空を通過する際、エルロンロール等を行っ 

たと口述しているが、同型式機の曲技飛行を実施する場合の最大重量は９４０キログラ 

ムであり、事故当時の推定重量が約１，０１３キログラムであったこと、エルロンロール 

の開始速度は１３５マイル／時と規定されており、当時の飛行速度は９０～１００マイ 

ル／時であったと推定されること及び飛行した対地高度が約７０メートルと推定される 

ことから、エルロンロールが上記条件で実施された場合には極度の高度低下と減速が生 

じ、目撃者の口述する水平飛行から背面となり再び水平飛行に戻る円滑なロールは実施 

できないものと推定される。また、機長の操縦教育を担当していた操縦教員の口述によ 

れば、曲技飛行の訓練は未だ実施されていないこと、目撃者の１人が翼を振って飛行し 

たと口述していること及び機長の当時の飛行経験から、エルロンロール等を行ったとは 

考えられない。

同機が、４回目の運動公園上空を通過の際行った左右交互に深いバンクで主翼を振り 

ながら飛行した状況を、目撃者等はロールしたかに誤認したものと推定される。

４　結論

(1)　機長は、適法の資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。 

なお、当該飛行にかかわる飛行計画は提出されていなかった。



(2)　ＪＡ３７０６は、有効な耐空証明を有し、定時点検は実施されており、事故発生まで異常 

はなかったものと認められる。

(3)　事故当時の気象状況は、事故発生に関連がなかったものと推定される。

(4)　同機は、鬼怒川滑空場を離陸後、藤原町立運動公園へ飛行し、その上空を４回低空で飛行 

し、４回目の飛行の際、左右交互に深いバンクを２回連続して行い通過したものと推定され 

る。

(5)　同機は、５回目に運動公園を対地高度約７０メートルで通過後上昇に移行したが、機長が 

飛行計器又は地形等を基準とすることなく過度の機首上げ操作を行ったため、極端な機首上 

げ姿勢で上昇し急激に減速したものと推定される。

(6)　同機が対地高度１７０～２２メートルに達した際、機長が山を避けるため右旋回操作を 

行ったところ、失速状態となるとともにスピンに陥ったものと推定される。

(7)　機長は、スピンの初動において、回復操作を行い、対地高度２０～３０メートルで初期上 

昇方向から右へ約２１０度回った北東方向への水平飛行の状態になったものと推定される 。

(8)　機長は、水平飛行となった際、左右前方の至近距離に山腹を視認し、エンジン出力を最大 

にして急激な機首上げ操作を行ったが、失速して左傾斜の機首下げ姿勢で尾根に墜落したも 

のと推定される。

(9)　同機が運動公園を通過時、低空でロール等を行ったと目撃者等は口述しているが、同機が 

左右交互に深いバンクを２回連続して行った飛行の状態を誤認したものと推定される。

原因

本事故は、機長が運動公園を低空で通過後、飛行計器、地形等による姿勢の基準をとること 

なく過度の機首上げ操作を行って上昇し、右旋回操作により失速状態となるとともにスピンに 

陥り、回復操作を行ったが、至近距離に山があったためこれを避けることができずに墜落した 

ことによるものと推定される。



付図

推定飛行経路図


